
○北竜町奨学資金貸付基金条例施行規則 

平成23年３月29日 

教育委員会規則第１号 

北竜町奨学資金貸付基金条例施行規則 

北竜町奨学資金貸付基金条例施行規則（昭和43年教育委員会規則第２号）の

全部を次のとおり改正する。 

（目的） 

第１条 この規則は、北竜町奨学資金貸付基金条例（平成23年条例第５号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（貸付申請） 

第２条 条例第７条の規定による奨学資金貸付けを受けようとする者は、奨学

資金貸付申請書（様式第１号）に次の書類を添えて、毎年４月１日から４月

15日までの間に北竜町教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提出し

なければならない。 

(1) 学校長の推薦書（様式第２号） 

(2) 学業成績証明書 

(3) 合格通知書の写し又は在学証明書 

(4) 健康診断書 

(5) その他必要と認める書類 

２ 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要な書類の提出を随時求める

ことができる。 

（選定及び決定） 

第３条 奨学資金の貸付けを受ける者（以下「奨学生」という。）の選定は、

毎年４月30日までに教育委員会が行い決定する。ただし、当該年度内におい

て追加選定を行う場合は、この限りでない。 

２ 教育委員会は、別に定める奨学生選考基準に基づき選定を行い、奨学生及

び奨学資金の額を決定する。 



（貸付の制限） 

第４条 前条第１項により決定された者が次の各号に該当する場合は、第２条

による貸付申請を行うことができる。 

(1) 高等学校を卒業又は卒業予定である者が、条例第６条第１項に規定され

る高等学校を除くそれぞれの学校へ進学する場合、最終の貸付資金を受け

ることができる。 

(2) 条例第６条第１項に規定される高等学校を除く各学校を卒業又は卒業予

定である者（高等学校を卒業又は卒業予定である者を除く）が、前文に規

定する別の学校へ進学する場合、最終の貸付資金を受けることができる。 

(3) 前各号以外による場合は、教育委員会が協議し決定する。 

（奨学生の決定通知） 

第５条 奨学資金を貸付けすることに決定した者に対しては、奨学資金貸付決

定通知（様式第３号）により、貸付けしないと決定した者に対しては、奨学

資金貸付却下決定通知（様式第４号）により、本人又は保護者に通知する。 

（誓約書） 

第６条 奨学生として決定通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に

誓約書（様式第５号）を教育委員会に提出しなければならない。 

（奨学資金の貸付） 

第７条 奨学資金は、毎年４月及び５月の２か月分を５月に、それ以降につい

ては対象月に、本人又は保護者に貸付ける。 

（借用証書） 

第８条 条例第15条の規定による借用証書は、奨学資金借用証書（様式第６号）

によるものとする。 

（連帯保証人） 

第９条 連帯保証人は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。 

(1) 独立の生計を営む者であること。 

(2) 債務を弁済し得る資力があると認められる者であること。 



(3) 本町の住民で満20歳以上の者又は他市町村在住の満20歳以上の者。他市

町村在住の者は住民票及び前年度所得証明書を添付しなければならない。 

(4) その他教育委員会が特に認めた者 

（奨学資金の停止、休止及び減額） 

第10条 教育委員会は、条例第12条及び第13条の規定により奨学資金の停止、

休止及び減額の措置を行ったときは、奨学資金停止（休止、減額）通知書（様

式第７号）により、本人又は保護者に通知する。 

（保護者） 

第11条 条例第13条第６項に規定する保護者が町の住民でなくなったときとは、

保護者が北竜町から転出したときをいう。 

（奨学資金の償還） 

第12条 償還金は、納入通知書により指定の期日までに納付するものとする。 

（奨学資金償還猶予申請） 

第13条 条例第16条の規定による償還猶予の申請は、奨学資金償還猶予申請書

（様式第８号）によるものとする。 

（奨学資金償還免除申請） 

第14条 条例第17条の規定による償還免除の申請は、奨学資金償還免除申請書

（様式第９号）によるものとする。 

（奨学資金の償還猶予及び償還免除の決定） 

第15条 教育委員会は、奨学資金償還猶予申請書又は奨学資金償還免除申請書

の提出のあった日から10日以内に審査し、受理又は不受理を決定したときは、

奨学資金償還猶予（免除）決定（不決定）通知書（様式第10号）により通知

しなければならない。 

（奨学生原簿） 

第16条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするために、奨学生原簿（様

式第11号）を備えなければならない。 

（届出） 



第17条 奨学生が条例第18条第１項の規定に基づき届出をするときは、その事

由が生じた日から10日以内に休学（復学）届（様式第12号）、住所氏名変更

届（様式第13号）又は転校（退学）届（様式第14号）により届出するものと

する。ただし、本人が疾病又は死亡などによって届け出ることができないと

きは、保護者が届け出るものとする。 

（補則） 

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の北竜町奨学資金貸付基金条例施行規則

の規定による奨学生及び奨学生であった者に対する奨学資金の貸付額及び償

還方法については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和２年６月29日教委規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の北竜町奨学資金貸付基金条例施行規則の

規定による奨学生である者に対する奨学資金の申請及び貸付については、こ

の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月15日教委規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の様式第６号、様式第８号及び様式第９号の規定は、

この規則の施行の際現に奨学生である者及びこの規則の施行の日以後に奨学



生となる者について適用し、同日前に奨学生でなくなった者については、な

お従前の例による。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第10条関係） 

様式第８号（第13条関係） 

様式第９号（第14条関係） 

様式第10号（第15条関係） 

様式第11号（第16条関係） 

様式第12号（第17条関係） 

様式第13号（第17条関係） 

様式第14号（第17条関係） 

 


